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５ 第２次小郡市男女共同参画計画策定に関する諮問について 

 

 

２４小企第３１８号 

平成２４年８月２８日 

 

 

小郡市男女共同参画社会推進審議会会長 殿 

 

 

小郡市長 平 安 正 知 

 

 

 

第２次小郡市男女共同参画計画策定に関する諮問について 

 

 小郡市男女共同参画推進条例（平成１９年小郡市条例第４１号）第１１条第２項の規定に

基づき、第２次小郡市男女共同参画計画策定に関し、貴審議会の意見を求めます。 

 

記 

 

 （諮問理由） 

本市では、平成１６年３月に小郡市男女共同参画計画（以下「第１次計画」という。）を策

定、平成２０年４月に小郡市男女共同参画推進条例を施行、さらに平成２１年３月には具体

的施策を見直した第１次計画後期計画を策定し、市民と協働して、将来に向かって男女の人

権が尊重され、自らの意思で多様な生き方が選択でき、自分らしく生きる喜びを感じること

ができる男女共同参画社会の実現に向けて、様々な施策を実施しています。しかし、現行の

第１次計画の計画期間が平成２５年度で終了します。 

そこで、実効性のある施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画社会の実現

の指針となる新たな小郡市男女共同参画計画を策定するにあたり、貴審議会の意見を求める

ものです。 

 

 


